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１ 計画の概要 

１）計画策定の背景 
 

近年の少子高齢化による人口の減少に加え、核家族化の進行や単身世帯の増加といった生活様式の

変化などの理由から、居住その他の使用がなされていない空き家等が増加し続けています。今後、適

切な管理が行われていない空き家等においては、倒壊や外装材等の飛散など安全性の低下、草木の繁

茂など公衆衛生の悪化、景観の阻害、防犯等の問題が生じ、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすお

それがあります。 

このような状況から、国は平成 27年５月 26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」

といいます。）」を全面施行し、空き家等への本格的な対策に取り組んでいます。これを受け、本市

においても、平成 27 年度から空き家等の総合相談窓口を開設し、適切な管理が行われていない空き家

等の対策に取り組んでいます。 

その第一歩として、平成 28 年４月１日から「金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する

条例（以下「条例」といいます。）」を全面施行するに当たり、空き家等が抱える課題を整理すると

ともに、本市の特性に応じた対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第７条及び条例第９条に基

づく計画として「金沢市空き家等管理・活用計画」を策定しました。 

令和５年には、今後も空き家等の増加が見込まれる状況において、特定空き家等に対する措置と特

定空き家等になる前の段階からの対策を充実させるため、空き家等の「活用の拡大」「管理の確保」

「特定空き家等の除却等」の３本の柱で、総合的に対策を強化することを目的とした法改正（令和５

年６月 14日公布、同年 12 月 13 日施行）が行われました。 

同法改正により、そのまま放置すれば特定空き家等になるおそれのある空き家等を「管理不全空き

家等」として指導及び勧告することが可能となり、本市においても、管理不全空き家等の措置等につ

いて規定することを目的に、条例改正（令和６年９月 20 日公布、同日施行）を行いました。 

また、令和６年１月１日に発生した「令和６年能登半島地震」では、能登地方の広い範囲で震度６

強以上（最大震度７）の揺れが観測され、倒壊した建物が道路を塞ぎ、避難活動や救助活動の妨げと

なったことや、所有者不明の建物の解体が進まないことなど、災害復旧時において空き家等が抱える

問題が顕在化してきました。 

よって、本市においても空き家等対策のさらなる強化が必要と判断し、計画期間の満了である令和

８年３月から改定を前倒しし、新たに「金沢市空き家等管理・活用計画（改定版）」を策定しました。 

 

 

 

※「空き家等」「空家等」の表記について 

本計画書では、２つの表記が混在していますが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で規

定する「空家等管理活用支援法人」「空家等活用促進区域」については「空家等」を使用し、それ

以外は「金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例」で規定する「空き家等」を使

用します。 
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２）計画策定の目的 
 

本計画は、法及び条例に基づく空き家等対策計画として、空き家等に起因する防災、衛生、景観、

防犯等の生活環境における問題を改善するとともに、空き家等を積極的に活用することにより、地域

コミュニティの活性化を図り、本市の魅力あるまちづくりの推進に資することを目的として策定しま

す。 

 

３）基本理念 
 

空き家等の適切な管理・活用は、次の理念に基づき行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）計画の位置付け 
 

本計画は、法や条例等を踏まえ、本市のまちづくりの指針である金沢市都市像「未来を拓く世界の

共創文化都市・金沢」を実現するための「未来共創計画」を上位計画とし、「金沢市都市計画マスタ

ープラン」「金沢市住生活基本計画」等の関連計画の内容との整合を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連計画 

・金沢市都市計画マスタープラン 

・金沢市住生活基本計画 

・金澤町家保全活用推進基本方針 

・金沢市建築物耐震改修促進計画  等 

「未来を拓く世界の共創文化都市・金沢」 

～すべての人々と共に、心豊かで活力ある未来を創る～ 

整合 
金沢市空き家等管理・活用計画 

法・条例 

・空家等対策の推進に関する特別措置法 

・金沢市空き家等の適切な管理及び活用 

の推進に関する条例 

未来共創計画 

根拠 

③ 市、市民、所有者等、事業者、町会その他の地域団体の相互の理解と連携のもとに、

協働して実施する。 

② 空き家等及びその跡地が、定住の促進・地域コミュニティの活性化のための有益な 

資源であることを認識する。 

① 金澤町家・美しい景観の維持保全、安全で快適な生活環境の形成に配慮する。 
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２ 現況・課題の整理 

１）空き家等の現況 

（１）本市の人口等の傾向 

①人口の推移 

本市の人口は、平成27年の465,699人をピークに、令和２年に減少に転じ、将来的に令和42年

には約35万人にまで減少（平成27年比－25.5％）すると推計されています。特に、まちなか区

域においては、平成28年の59,268人をピークに、年々減少傾向が続いており、直近の令和７年

は54,026人（平成28年比－8.8％）となっています。 

 

【総人口の推移】 

 

出典：国勢調査（H2-R2）、金沢市人口ビジョン（R42） 

 

【まちなか区域人口の推移】 

 
出典：金沢市資料（各年１月） 
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②人口の動態 

本市全域において、社会動態は平成30年以降の転出超過から令和４年以降の転入超過へと傾

向が変化しているが、自然動態は平成27年から減少幅が年々拡大しているため、人口動態はマイ

ナスが続いています。まちなか区域においては、令和３年から社会動態の増加幅が年々拡大して

いるものの、自然動態のマイナスが依然として高い状態が続いています。 

 

【市全域の人口動態の推移】 

 

出典：金沢市統計書 

 

【まちなか区域の人口動態の推移】 

 
出典：金沢市統計書 
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③年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別人口では、年少人口と生産年齢人口の減少とともに、老年人口の増加が進み、

市全体で高齢化が進行しています。今後も高齢者の人口比率が高くなっていくことが推測され

ます。 

 

【市内全域の年齢３区分別人口の推移】 

  
出典：国勢調査（H7-R2）、金沢市人口ビジョン（R7-R42） 

 

※「年少人口」：０～15歳未満の人口を指す。 

※「生産年齢人口」：15～65歳未満の人口を指す。 

※「老年人口」：65歳以上の人口を指す。 

④高齢者率の推移 

市全域及びまちなか区域の高齢化率は年々高くなっており、まちなか区域は市全域と比べて、

約10％高い状態が続いています。 

 

【高齢者率の推移】 

 

出典：金沢市資料（各年１月） 
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⑤高齢世帯の状況 

世帯数は年々増加傾向にあり、令和２年には20万世帯を超えている一方で、１世帯当たりの

世帯人員は、年々減少傾向にあり、単身世帯や２人世帯が増加しています。 

また、高齢者（65歳以上）を含む世帯内訳においても、高齢者の単身世帯や夫婦世帯が増加

傾向にあります。 

加えて、高齢者を含む世帯の住宅所有関係をみると、高齢者単身世帯では68.3％、高齢者夫

婦世帯では91.6％が持ち家となっており、居住者の死亡や施設入所により発生する空き家予備

軍が多く存在していることがわかります。 

 

【世帯数・世帯人員の推移】 

 

出典：国勢調査（H7-R2） 

 

【高齢者を含む世帯内訳の推移】 

 

出典：国勢調査（H7-R2） 
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【高齢者を含む世帯の住宅所有関係】 

 

出典：国勢調査（R2） 
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（２）空き家等の現況 

①住宅総数と空き家数 

住宅・土地統計調査では、本市の住宅総数が244,640戸、そのうち「空き家」は36,190戸とな

っており、その中でも実質的な空き家とされる「その他の住宅」は11,620戸で、住宅総数の約

4.7％を占めています。 

【住宅・空き家の内訳】 

 

出典：住宅・土地統計調査（R5） 

 

※統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。 

※統計表の数値は、総数に「不詳」の数を含むことから、総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。 

※「一時現在者のみ」：昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしている等、そこにふだん居住してい

る者が一人もいない住宅を指す。 

※「二次的住宅」：週末や休暇時に避暑・避寒・保養等の目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅

を指す「別荘」や、ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりする等、

たまに寝泊まりしている人がいる住宅を含む。 

※「その他の住宅」：空き家のうち、別荘等の二次的住宅や賃貸用・売却用の空き家を除く空き家（実質的空き家）。 
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②住宅数の推移 

住宅数、世帯数ともに増加していますが、住宅数が世帯数を約１割から２割上回る状態が継

続し、住宅の供給過多の状況が続いています。 

 

【住宅数及び世帯数の推移】 

 
出典：住宅・土地統計調査（H10-R5） 

③空き家数の推移 

空き家数は、平成30年の調査結果と比較して、５年間で2,440戸増加しており、内訳において

は、二次的住宅以外の項目が増加しています。そのうち、利用目的が明確でないその他の住宅

（実質的空き家）については、平成30年に減少しましたが、令和５年に増加に転じています。 

 

【空き家数の推移】 

 

出典：住宅・土地統計調査（H5-R5） 
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【参考】全国的な空き家等の現況について 

 

■空き家の利用現況別でみる今後の利用意向 

空き家の利用現況のうち、『二次的住宅・別荘用』『貸家用』『売却用』を除いた『その

他』が実質的な空き家とされますが、『その他』においては、「空き家にしておく（物置を

含む）」が44.6％と最も多くなっており、他の利用現況と比べても「空き家にしておく（物

置を含む）」の占める割合が大きくなっています。 

 

【空き家の利用現況別でみる今後の利用意向】 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査報告書（R2.12 国土交通省住宅局） 

 

■空き家のままにしておく理由 

今後の利用意向が「空き家にしておく（物置を含む）」と回答した所有者について、売

却・賃貸しない、又は取り壊さない理由は、「物置として必要」が60.3％と最も大きく、次

いで「解体費用をかけたくない」が46.9％、「さら地にしても使い道がない」が36.7％の順

となっています。 

 

【空き家のままにしておく理由】 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査報告書（R2.12 国土交通省住宅局） 
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46.9

36.7
33.8
33.2
33.1

25.6
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リフォーム費用をかけたくない
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他人に貸すことに不安がある
買い手・借り手の少なさ

交通の便の悪さ
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満足できる価格で売れそうにない
資産として保有し続けたい

満足できる家賃で貸せそうにない
不詳

（％）

（n＝1,097）
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■空き家を賃貸・売却する上での課題 

今後の空き家の利用意向が「賃貸」「売却」と回答した所有者について、賃貸・売却する

上での課題は「買い手・借り手の少なさ」の割合が42.3％と最も大きく、次いで「住宅の傷

み」が30.5％、「設備や建具の古さ」が26.9％となっています。 

 

【空き家を賃貸・売却する上での課題】 

  

出典：令和元年空き家所有者実態調査報告書（R2.12 国土交通省住宅局） 

 

■空き家の買い手・借り手の募集状況 

今後の空き家の利用意向が「賃貸」「売却」と回答した所有者について、「募集中」が

39.4％と最も多く、次いで「まだ何もしていない」が38.2％、「募集の準備中」が14.4％、

「買い手・借り手が決定済み」が6.9％となっています。 

 

【空き家の買い手・借り手の募集状況】 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査報告書（R2.12 国土交通省住宅局） 
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④水道の休止状況からみる空き家の割合 

１年以上水道を休止している住宅の割合（水道休止率）は、郊外部よりまちなか区域の方が

高くなっています。 

また、まちなか区域においては、水道休止率が上昇傾向にあります。 

 

 

 

【水道休止率】 

区域 平成 27 年４月１日 令和６年４月１日 

ま
ち
な
か
区
域 

  

郊
外
部 

  

出典：金沢市資料 

  

休止している住宅
28.3%

使用中の住宅
71.7%

n=38,087

休止している住宅
29.3%

使用中の住宅
70.7%

n=40,223

休止している住宅
12.8%

使用中の住宅
87.2%

n=189,882

休止している住宅
12.4%

使用中の住宅
87.6%

n=205,340

水道休止率＝ 
家庭住居、集合住宅の水道使用者 

１年以上の期間で休止されているもの 
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⑤町丁別昭和 56年以前の木造建築割合の状況 

まちなか区域では、旧耐震基準である昭和56年以前の木造住宅が占める割合が高い地域が多

くみられます。 

 

【昭和56年以前の木造棟数の割合】 

 

出典：金沢市資料 

 

※木造住宅棟数割合＝S56以前木造住宅棟数／全木造住宅棟数 

※建築物が存在しない小字については０％として表現している。  
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⑥金澤町家の空き家等の分布 

定期的に実施している外観悉皆調査では、令和４年度の調査時点で約5,800棟の金澤町家が残

っていますが、平成29年から令和４年までは、年間約100棟のペースで滅失されています。 

また、空き家数は減少しているものの、空き家率は増加しており、同期間において、17.0％

から17.5％に微増しています。 

本市の貴重な歴史文化遺産である金澤町家の保全・活用の促進に向けて、除却等によらない

空き家等への対策が重要になります。 

 

【金澤町家保全活用推進区域と現存する金澤町家の空き家等の分布】 

 

出典：金澤町家保存活用推進基本方針の概要（R4年度調査結果） 
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⑦空き家等に関する新規相談件数 

空き家等に関する新規相談件数は、平成27年度の空き家等の総合相談窓口開設から、平成30

年度をピークに増加し続け、令和元年度以降も、毎年200件以上の新規相談を受け付けています。 

「家屋損壊」の件数は、令和元年度以降、減少傾向が続いていましたが、その後、増加に転

じ、令和４年度以降は毎年100件以上の相談が寄せられています。 

「利活用等」については、地域の空き家等の活用例を掲載した町会・所有者向けリーフレッ

トの配布などを行ったことで、令和元年度に相談件数が大きく増加しました。 

令和６年度は、能登半島地震の影響により、災害関連の窓口や民間事業者に相談が分散した

ことで、新規相談件数が例年と比較して増加しなかったものと考えられます。 

 

 

【空き家等に関する新規相談件数】 

 
出典：金沢市資料 
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【参考】全国的な空き家等の現況について 

 

■空き家の管理の頻度別の空き家の管理をする上での課題 

管理の頻度別では、管理の頻度が低くなるほど「遠方に住んでいるので管理が困難」や

「住宅を利用する予定がないので管理しても無駄になる」の割合が大きくなっている。一方

で、管理の頻度が高いほど「課題はない」の割合が大きく、「ほぼ毎日」で55.2%となってい

る。 

 

【空き家の管理をする上での課題】 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査報告書（R2.12 国土交通省住宅局） 
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■空き家の取得方法及び相続放棄の受理件数の推移 

空き家の取得方法は「相続」が54.6％で最も多くなっています。一方で、空き家が増えて

いく要因の一つである相続放棄の受理件数は、平成29年以降、年間20万件を超え、令和５年

には282,785件となっており、年々増加傾向にあります。 

 

【空き家の取得方法】 

 
出典：令和元年空き家所有者実態調査報告書（R2.12 国土交通省住宅局） 

 

【相続放棄の受理件数の推移】 

 
出典：司法統計年報（家事編）（R4-5） 

相続登記等の義務化について 

令和６年４月１日より、相続人が、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを 

知った日から３年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。 

【不動産登記法第76条の２第１項】 
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２）前計画のフォローアップ 
 

本市では、平成 28年に策定した「金沢市空き家等管理・活用計画（目標年次：平成28年度～令和７

年度）」に基づき、各種空き家等の対策に取り組んでいます。計画内に設定した５つの成果指標のう

ち、「空き家セミナー開催数」「空き家活用補助件数」「空き家のうち「その他空き家」の戸数」の

３項目については、概ね達成となっており、「空き家バンク掲載数」「空き家等活用協定締結数」の

２項目については未達成となっています。 

「空き家バンク掲載数」については、相続の手続き等の所有権に係る問題や、未接道地・狭小地な

ど立地上の問題から流通が難しい空き家等の存在、また、市民や民間事業者への周知が十分でないこ

とが要因と考えられます。 

「空き家等活用協定締結数」については、町会やＮＰＯ法人が地域で求める空き家の需要と、貸し

たい所有者の供給がなかなか合わないことが要因と考えられます。 

 

【成果指標と目標値】 

成果指標 

目標値 

平成28～令和７年度 

（2016～2025） 

現状値 

平成28～令和６年度 

（2016～2024） 

評価 

空き家セミナー開催数 ６回／年 
５回／年 

（累計46回） 
〇 

空き家バンク掲載数 50件／年 
34件／年 

（累計302件） 
△ 

空き家活用補助件数 ５件／年 
５件／年 

（累計47件） 
〇 

空き家等活用協定締結数 １地区／年 
１地区未満／年 

（累計２地区） 
△ 

空き家のうち「その他の住宅

（実質的空き家）」の戸数 
16,000戸以下 

11,620戸 

（R5年調査） 
〇 

※「○」：概ね達成（８割以上）、「△」：未達成（８割未満） 
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３）課題の整理 
 

これまでの現状整理や前計画のフォローアップを踏まえ、本市における空き家等対策の問題から次

のとおりの課題に整理されます。 

 

 

■問題①：少子高齢化による空き家予備軍の増加 

・本市は少子高齢化の進行により、さらなる人口減少が見込まれるほか、住宅

の供給過多の状態が続く中、高齢者の単身・夫婦のみ世帯が年々増加し、そ

のほとんどが持ち家を所有していることから、空き家予備軍の増加が懸念さ

れます。 

 

■問題②：所有者等の管理意識の低さや相談先の不足 

・所有者や相続人の遠方居住や、住宅として利用予定がないことにより、管理

が行き届かなくなっている住宅が増えています、一方で、空き家等の管理や

利活用に関してどこに相談してよいかわからず、相談先に困っている所有者

等が存在します。 

 

■問題③：市場に流通していない空き家等の増加 

・空き家等の取得方法の半数以上が相続によるもので、利用目的のない空き家

等の多くが物置等として利用され、そのまま費用をかけず放置していること

から、売却や賃貸されない空き家等が増加します。 

・また、金澤町家のうち、２割近くが空き家等となっているほか、滅失により

金澤町家が減少し続けていることから、本市の貴重な歴史文化遺産の継承の

ためには、保存と活用が求められますが、再生可能な金澤町家であっても安

易に解体される場合があることから、不動産として十分に流通しているとは

いえない状況です。 

 

■問題④：利活用に係る専門的な知識の不足 

・費用をかけたくない、更地にしても使い道がないなど、利活用に消極的な面

がある一方、本市への利活用に関する相談は増加傾向にあり、所有者等が専

門的な知識や情報を求めています。 

 

■問題⑤：周辺に悪影響を及ぼす空き家等の増加 

・適切な管理が行われていない空き家等が増加すると、安全性の低下や公衆衛

生の悪化に加え、景観の阻害、防犯等の問題が生じ、周辺の生活環境に深刻

な影響を及ぼす懸念が高まります。 

・また、本市には旧耐震基準の住宅が存在しており、旧耐震基準の住宅が今後

空き家になれば、大規模地震の際の倒壊や火災の発生のほか、所有者不明に

より復興作業が遅れる等のリスクがあります。 

 

■問題⑥：相続人不存在や所有者不明等の困難案件の増加 

・少子高齢化の進行や相続放棄により、相続人が存在しない状態や、相続登記
を行われないことで権利関係が複雑になり、空き家の解消の妨げになってい
ます。 

 

 

本市における空き家等対策の課題 

空き家等となる前の状態から、適切な管理が行われない空き家等となるまで、所有者等の意識

や抱える問題が様々であることから、空き家等の状態に応じた幅広い取組が必要とされます。 
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３ 空き家等に関する基本的な方針 

１）計画期間 
 

法では、附則において施行後５年を経過した時点で内容を検討することが規定されていること

から、本計画の計画期間も５年間と設定します。ただし、計画期間内においても、必要に応じて

見直しを行うものとします。 

 

 

 

２）計画の対象区域 
 

空き家等に関する問題が既に市域の広い範囲に及んでいることから、本計画の対象とする区域

は、『市内全域』とします。 

なお、『まちなか区域』は市内全域に比べ、水道休止率から見ると空き家率が高いことに加え、

高齢者の人口比率が高く、また、昭和 56 年以前の木造住宅の割合が高く将来的に旧耐震基準の空

き家等の増加が懸念されることから、空き家等の対策について優先的に取り組む区域とし、その

特性に応じた対策を講じることとします。 

 

 

 

３）計画の対象とする空き家等の種類 
 

管理不全空き家等及び特定空き家等の対応や適切な管理に関する取組については、住宅のみな

らず『全ての用途』の空き家等を対象とします。 

活用についても全ての空き家等を対象としますが、『住宅』に対して特に優先的に取り組むこ

ととするとともに、空き家等を除却した跡地についても対象とします。 

 

 

  

計画期間：令和７年（2025年）４月から令和12年（2030年）３月まで（５年間） 

対  象  区  域：市内全域 

優先的に取り組む区域：まちなか区域 

対 象 と す る 空 き 家 等 の 用 途：全ての用途 

活用に関し優先的に取り組む用途：住宅 
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４）空き家等対策に関する基本方針 
 

前述の課題を踏まえ、空き家等が発生する前の居住中・利用中の状態から空き家等の除却まで

の各段階に応じて、空き家等対策の基本方針及びその取組方針を次のとおり設定し、各段階にお

ける空き家等の状態や所有者等の状況に応じて、効果的な空き家等対策に取り組みます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

空き家等の状態 対策の基本方針 

（１）発生抑制・適切な管理の推進 

●空き家等の発生の未然防止 

●所有者等による空き家等の管理の推進 

（２）活用・流通の促進 

●専門団体や民間事業者との連携・協力 

●空き家等の活用拡大及び地域利用の促進 

（３）空き家等の解消 

●適切な管理が行われていない空き家等の 

是正及び除却の促進 

居住中・利用中 

居住やその他の利用により適切な

管理が行われている状態 

空き家等の発生 

居住者の死亡や施設入居等に

より利用がなくなった状態 

利活用されている空き家 

再び居住やその他の利用により 

適切な管理が行われている状態 

適切な管理が行われていない空き家 

管理されない状態が続き周辺に悪影響

を及す状態 

管理不全空き家等への認定 
又は 

特定空き家等への認定 

空き家等の除却 
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（１）発生抑制・適切な管理の推進に関する取組方針 

○空き家等の発生の未然防止 

空き家等となる前や空き家等になった時点から、所有者に対して直接的な制度周知や啓発活

動を行うことで、持ち家の状態に応じた利活用や流通、住み替えを促し、空き家等の発生を未

然に防止します。 

○所有者等による空き家等の管理の推進 

空き家等の適切な管理は所有者等の責務であることを周知するとともに、空き家等の専門的

な知識を有する団体等と協力し、十分な情報を提供できる体制や相談しやすい環境を整備する

ことで、高齢者や遠方に住む場合においても適切な管理を促します。 

 

（２）活用・流通の促進に関する取組方針 

○専門団体や民間事業者との連携・協力 

空き家等の問題の解決には法律、不動産、建築等の多くの専門家の知識が必要となることか

ら、所有者等を中心に、市、町会その他の地域団体のほか、ＮＰＯ法人や事業者等の民間活力

を導入することで、多様な主体が連携・協力できる体制づくりに取り組みます。 

〇空き家等の活用拡大及び地域利用の促進 

空き家及び跡地等においては、移住・定住の受け皿としての活用を推進するとともに、コミ

ュニティ活動や地域防災等の拠点としての活用を通じて、町会等の地域団体やＮＰＯ法人等が

主体的に空き家等への対策に取り組むことができる体制を整えます。 

 

（３）空き家等の解消に関する取組方針 

○適切な管理が行われていない空き家等の是正及び除却の促進 

適切な管理が行われていない空き家等に対しては、適切な管理及び自主的な是正にむけた助

言及び情報の提供を行います。さらに、周辺の生活環境に深刻な影響を与えており、「金沢市

空き家等対応マニュアル（以下「市対応マニュアル」といいます。）」に基づき管理不全空き

家等もしくは特定空き家等に該当すると判断された場合は、必要に応じた措置を講じ、是正又

は除却を促進します。 

特に、管理不全空き家等については、特定空き家等までには至らない状態の空き家等への措

置として、適切に運用を行うことで、著しく保安上危険な状態となる空き家等の発生防止を図

ります。 

○解決が困難な空き家問題への積極的な対応 

相続人不存在や所有者不明等、様々な事情により空き家解消への対応が困難な案件に対して

は、法律に関する専門団体等との連携を強化し、財産管理人制度の活用等により積極的に働き

かけることで、解決につなげます。  
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４ 空き家等に関する具体的な対策 

１）発生抑制・適切な管理の推進 

（１）基本的な考え方 
本市における少子高齢化の進行と、それに伴い予想される空き家予備軍の増加は喫緊の課題で

あるほか、所有者等の空き家等の管理意識の低さや相談先の不足は、空き家等が増え続ける根本

的な原因となります。 

そのため、まずは情報の発信や知識の普及により、空き家等になる前から所有者等の当事者意

識の醸成に努めます。また、事前にできる対策や、空き家等が発生した際の対応に困ったときに

相談できる体制を整えることで、空き家等の発生を抑制するとともに、適切な管理を推進します。 

 

（２）具体的な対策 

①地域や空き家等の所有者等に対する周知・啓発 

■地域向け出前講座の実施 

町会や地域の高齢者等を対象に、事業者からなる関係団体と協働して空き家未然防止セミナ

ー等を開催し、住宅の保全・活用、住み替えの促進、相続に関する事項等の空き家等の発生を

予防する知識の普及を図ることにより、空き家等の発生の未然防止を推進します。 

また、福祉部局との連携により民生委員向けの講座を開催することで、より効果的に高齢者

に対する空き家等の発生の未然防止のための周知を図ります。 

 

■空き家発生予防ガイドブックの活用 

空き家等の所有者や相続人、空き家等となる前の住宅所有者に向け、空き家発生予防ガイド

ブック「損する空き家・損しない空き家～空き家発生予防のための 23 箇条～」を活用し、将来

的に空き家等を持つ場合の備えや空き家等の管理・処分等の知識や方法を周知し、適切な管理

を促進します。 

 

【空き家発生予防ガイドブック「損する空き家・損しない空き家～空き家発生予防のための23箇条～」】 
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■市ホームページや各種媒体による情報発信 

空き家等の所有者等を対象に、事業者からなる関係団体と協働して空き家活用セミナーを開

催し、空き家等を放置した場合の危険性や適切な管理の重要性について周知するとともに、空

き家等の適切な管理に係るパンフレット等の提供を行うことにより、空き家等の適切な管理に

関する意識啓発や理解増進を図ります。 

一方で、町会等の地域住民は、空き家等の状況やその変化を把握しやすい立場にあるため、

所有者等による適切な管理を促す上で、地域住民による見守りは非常に重要であることから、

地域向けの出前講座の実施や空き家発生予防ガイドブック等の活用により、市と地域が連携し

て取り組む体制を構築します。 

 

■国による空き家等に関する譲渡所得の特別控除の周知・活用 

空き家等の発生を抑制するため、相続時から３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日まで

に、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合

は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）又は取壊し後の土地を譲渡した場合

には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が設けられており、

また、令和５年度税制改正により、令和６年１月１日以降の譲渡を対象として、譲渡後、譲渡

の日の属する年の翌年２月 15 日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっ

ても、適用対象に加わることとなっています。 

そのほか、令和２年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための

特例措置が創設され、個人が都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下（一定

の場合は800万円以下）で売却した場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の

金額から 100 万円が控除されることとなっています。 

これらの国による特別控除について、市民への周知に取り組むとともに、活用を促進します。 

 

■法務局との連携による相続登記の周知 

令和６年４月１日から、相続人は不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った日か

ら３年以内に、相続登記をすることが義務化されたことを受け、法務局と連携して、相続登記

の義務化について出前講座やチラシの配布等により市民に周知を行うことで、空き家等の発生

予防を図ります。 

また、今後、空き家等に関連する不動産登記制度等の見直しが行われた場合、必要に応じて、

法務局との連携による周知を図ります。 
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■所有者等への直接的な啓発や情報発信 

適切な管理が行われていない空き家等の所有者等へ文書指導に併せて、空き家等の管理・利

活用に係る支援制度や相談窓口等の情報の提供を行います。 

また、固定資産税納税通知書に、空き家等の適切な管理の依頼に加え、空き家等に関する相

談やかなざわ空き家活用バンクの掲載等に関する情報を掲載したチラシを同封することで、所

有者等への直接的な管理の啓発・情報発信に取り組みます。 

また、空き家等の所有者を含めた市民を対象に、パンフレットや市公式ホームページ、ＳＮ

Ｓ、班回覧、新聞広報等の多様なマスメディアを活用し、昭和 56 年以前の建築物の耐震化の重

要性や各種制度等の広報活動に取り組むとともに、防災・減災の側面からも、耐震化の必要性

や有効性を周知・啓発します。 

 

【固定資産税納税通知書に同封する空き家の適正管理を周知するチラシ（Ｒ７年４月発送）】 
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②相談体制の充実 

■空き家等の総合的な相談体制の整備 

空き家等の所有者等及び周辺住民等からの相談に迅速かつ適切に対応するため、空き家等に

関する総合相談窓口を設置し、令和５年度には、町内の空き家等の活用や地域の課題解決を目

的として、町会等空き家相談窓口を開設しました。 

また、空き家等の管理・活用に関する庁内の連携組織を構築し、相談内容に応じて担当部局

で対応する体制を整えており、市民や地域から寄せられる空き家等に関する相談情報等をクラ

ウドサービスにより情報共有を行うことで、迅速かつ効率的な相談体制を整備しています。 

 

■不動産、法務等の団体との連携による相談対応や相談会の実施 

空き家等の所有者等からの管理・活用に係る相談や近隣住民や町会からの相談に対応するた

め、不動産や法務等の団体と連携を強化し、より専門的な対応が可能な相談体制の整備や個別

相談会の開催を行います。 

また、令和７年度より金沢弁護士会との連携による無料法律相談窓口を開設し、近隣住民や

町会からの空き家等に関する相談環境の充実を図ります。 

 

③必要に応じた調査の実施 

適切な管理が行われていない空き家等の情報については、苦情や相談が寄せられた際に、現

地調査や所有者情報等の調査により把握し、空き家等管理システムにて一元的に管理します。 

また、市内の空き家数や分布状況の把握については、総務省統計局によって５年ごとに実施

される住宅・土地統計調査により全体的な統計値を把握するほか、必要に応じて、民間事業者

の地図情報データを活用し、詳細な分布や数を効率的に把握します。なお、毎年１回、市内の

水道休止状況を調査し、水道休止率から空き家等の割合と分布の把握を行います。 
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２）活用・流通の促進 

（１）基本的な考え方 
空き家等の活用・流通が進まない要因としては、家財や空き家等の処分に対し身体的、精神的、

金銭的負担を感じていることや、賃貸や売却を検討する上で、専門的な知識の不足から判断がつ

かず、利活用に踏み切れないことが考えられます。 

そのため、所有者等の空き家等の活用・流通に対する負担の軽減や利活用を後押しするような

支援のほか、専門団体等による相談体制の構築により、空き家等の活用・流通を促進します。 

 

（２）具体的な対策 

①空き家等の流通促進 

■金澤町家の活用・流通促進 

金澤町家が空き家等とならないよう、新たな利用者につなげるため、不動産会社との協力体

制を強化するとともに、保全活用支援団体や事業者団体等が、所有者等の金澤町家の流通・活

用に関する疑問や課題に対して専門的な助言や提案を行い、購入・賃貸希望者とのマッチング

や、活用に向けたコンサルティング業の実施等、多様な流通支援を促進します。 

 

【金澤町家流通コーディネート事業】 
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■空き家バンクの運用・見直し 

平成 22 年度に、まちなかを対象とした空き家等の情報のインターネット上の提供を目的とし

て「まちなか住宅再生バンク」を創設し、平成 28 年度に対象区域を郊外部まで拡大し「かなざ

わ空き家活用バンク」と名称を改め、空き家等の流通促進を図るべく運用を進めてきました。 

令和５年９月には、登録申請の電子化とスマートフォンによる閲覧対応のため改修を行い、

より利用者が見やすく、使いやすいように運用の改善を行いました。 

一方で、近年は物件登録数が停滞していることから、固定資産税の納税通知書にチラシを同

封することにより空き家バンクへの登録を働きかけていくことや、他都市事例や不動産団体の

意見を参考にし、登録数の増加に向けた取り組みを進めます。 

また、空き家等を含む金澤町家の売買・賃貸希望物件の情報をホームページで提供する「金

澤町家情報バンク」や、里山地域の定住促進及び集落の活力向上を図るため、空き農家を対象

とした「金沢市里山地域空き農家情報バンク」を運用し、「かなざわ空き家活用バンク」と合

わせて情報提供を行います。 

 

【かなざわ空き家活用バンク】 

 
出典：金沢市ホームページ 

 

【金澤町家情報バンク】 

 
出典：金沢市ホームページ 
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②空き家等及び跡地の活用等に対する支援 

■町会等の地域団体との連携強化 

空き家等の所有者、町会や地域で活動するＮＰＯ法人及び市との協定に基づき、空き家を集

会所やポケットパーク等として活用する際の整備費を支援（地域連携空き家等活用事業 平成

28 年度～）することで、所有者等の負担軽減と空き家の地域での活用を促進します。 

令和６年度には、所有者等が行う動産処分費を補助対象に拡充し、利用希望者と所有者のマ

ッチングサービスを開始しましたが、協定締結数は伸び悩んでいるため、今後は、空家等管理

活用支援法人の指定により、民間の視点からも、地域における空き家等の活用に関する相談対

応や利活用方法の提案を行うことで、地域連携空き家等活用事業とともに、地域における空き

家等の活用を図ります。 

 

【町会等地域団体との連携イメージ】 

 

出典：金沢市ホームページ 

 

■狭小地の活用・流通促進 

単独では流通困難な狭小地や無接道地である空き家・空き地と隣地を統合する際の不動産仲

介手数料や測量費、登記費用等の一部を支援（狭小隣地等統合促進事業 令和６年度～）する

ことで、空き家等の解消とともに、まちなか区域にみられるような狭小地の活用や流通を促進

します。 
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③活用・流通の相談体制の強化 

■専門団体等との連携強化 

金沢市空き家等活用・流通促進体制に関する協定を締結（令和２年 10 月）した専門団体（11

団体）とワンストップの相談体制を構築することで、様々な活用策や複雑な問題の解決策を提

案し、活用や流通の促進を図ります。 

また、住宅金融支援機構との連携により、空き家・空き地の活用を通じた住宅施策等を推進

します。 

 

【専門団体との連携体制イメージ】 

 
出典：「損する空き家・損しない空き家」ガイドブックP59（金沢市作成、令和５年９月） 

 

■空家等管理活用支援法人の指定 

令和５年の法改正で、空き家等の活用を拡大する目的で、空家等管理活用支援法人が規定さ

れたことを受け、本市の空き家等対策の補完的な役割として、所有者等からの直接的な相談対

応や活用の提案、啓発活動等に取り組む法人を対象に、空家等管理活用支援法人の指定を行い

ます。 

また、必要に応じて、指定法人の活動に対し技術的・財政的な支援を行います。 

 

※空家等活用促進区域について 

令和５年の法改正で、市町村（特別区を含む）が重点的に空き家等の活用を図るエリアを促進区

域として定めることで、当該区域内で「経済的社会的活動の促進のために誘導すべき用途」として

の活用を空き家等の所有者に働きかけることや、市が都道府県と連携して建築基準法の規制の合理

化を図り、空き家等の用途変更や建替え等を促進することができるようになりました。 

なお、本市では令和７年３月計画改定時点で区域の指定を行いませんが、今後の社会情勢等を鑑

み、必要に応じて判断します。 
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３）空き家等の解消 

（１）基本的な考え方 
適切な管理が行われていない空き家等が、安全面や衛生面、防犯面等で周辺の生活に悪影響を

及ぼすことがないように、所有者等による自主的な解決を促すことを基本とします。 

その上で、周囲に深刻な悪影響を及ぼすおそれのある空き家等については、市対応マニュアル

に基づき、特定空家等専門部会（P33 参照）での協議の上、管理不全空き家等や特定空き家等の措

置を適切に行います。 

 

（２）具体的な対策 

①適切な管理が行われていない空き家等に対する取組 

■所有者等に対する助言、情報の提供 

適切な管理が行われていない空き家等への対応は、既存法（建築基準法、道路法、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律、消防法等 P39-41 参照）により総合的に判断し、空き家等の所有

者等に対しては、自主的に対策を講じるよう助言・情報の提供を行います。 

 

■支援制度等を活用した除却の促進 

管理されずに放置され、地域の課題となっている危険な空き家等の解体を促進するため、所

有者が自ら行う空き家等の解体（除却）工事に係る費用の一部を支援（危険空き家等除却費補

助事業 平成 28年度～）することで、周辺の生活環境の保全を図ります。 

令和７年度からは、危険な空き家等の解体をより促進するため、対象となる空き家等の判定

要件を緩和し、制度の拡充を行っています。 

 

■財産管理人制度の活用 

所有者や相続人の特定が困難な事案においては、司法書士の調査により、所有者等の特定に

取り組むとともに、所有者不明や相続人不存在の状態である空き家等については、弁護士に相

談の上、財産管理人制度の活用を検討します。 

 

■緊急時の応急措置 

緊急時の措置については、人命や財産等に対する危険性及び切迫性と、所有者等の同意の有

無等を踏まえ、法、条例及び市対応マニュアルのほか、災害対策基本法その他の既存法（P39-

41 参照）により、総合的に判断を行うものとします。 
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②管理不全空き家等に対する措置等 

令和５年の法改正により、管理不全空き家等が規定され、早期の指導、勧告が可能となりま

した。 

適切な管理が行われていない空き家等について、市対応マニュアルに基づき、周辺地域等へ

の影響があり、一定の危険度以上を有するもので、所有者等の改善意思や改善見込みがないも

のについては、専門部会での協議を経て、管理不全空き家等の認定を行います。 

認定後は、法、市対応マニュアルに基づき、指導・勧告等の措置を図ります。勧告を受けた

場合、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。なお、勧告の判断については、

専門部会での協議を経て決定します。 

 

③特定空き家等に対する措置等 

市対応マニュアルに基づき、適切な管理が行われていない空き家等について、周辺地域等へ

の影響があり、一定の危険度以上を有するもので、所有者等の改善意思や改善見込みがないも

のについては、建物の倒壊の切迫性等から総合的な判定を行った上で、専門部会での協議を経

て、特定空き家等の認定を行います。 

認定後は、法、市対応マニュアルに基づき、指導、勧告、命令、代執行等の措置を図ります。

勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。なお、勧告、命令、

代執行の判断については、専門部会での協議を経て決定します。 
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【適切な管理が行われていない空き家等の対応フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 青 字：R5.12.13 法改正部分 

※ 赤 字：市条例及び対応マニュアルに規定 

※   ：管理不全空き家等が特定空き家等の基準に達した場合は、特定空き家等の認定を行う。 

専門部会の協議 

緊
急
に
措
置
が
必
要 

専門部会の協議 専門部会の協議 

放置すれば特定空き家等に該当する 

おそれがあると市長が認める空き家 

判定基準１ 判定基準２（≧７０） 

放置すれば著しく保安上危険な状態等に 

なると市長が認める空き家 

判定基準１ 判定基準２（≧１００） 判定基準３ 

管理不全空き家等認定 

指導【第 13 条第１項】 

勧告【第 13 条第２項】 

＋ 

住宅用地特例の対象から除外 

【地方税法第 349 条の３の２】 

特定空き家等認定 

助言・指導【第 22 条第１項】 

命令 

【第22条第３項～８項】 

行政代執行 

【第22条第９項】 

緊急代執行 

【第22条第11項】 

略式代執行 

【第22条第10項】 

勧告【第 22 条第１項】 

＋ 

住宅用地特例の対象から除外 

【地方税法第 349 条の３の２】 

専門部会の協議 

専門部会の協議 

専門部会の協議 

所
有
者
確
知
不
可 

法改正により「管理不全空き家等」へ 

認定し、早期の指導・勧告が可能に 

情報提供・助言【第 12 条】 

適切な管理が行われていない空き家等を確認 

空き家等の状況確認・所有者調査【第９条、第 10 条】 

専門部会の協議 
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５ 事業の推進体制 

１）推進体制 
 

本市だけでなく、事業者及び市民・町会・その他の地域団体が空き家等の所有者等と関わりな

がら、空き家等管理・活用推進協議会も含めてそれぞれに連携することで、取組を進めます。 

 

【空き家等の管理・活用における推進体制】 

 

市民・町会・その他の地域団体 

○空き家等の適切な管理に関する意識向上 

○地域内の空き家等及び跡地の活用への取組 

○所有者等・事業者・市の取組への協力 

 

 

空き家等の所有者等 

○所有物件の適切な管理 

○所有物件の活用 

 

 

事業者  金沢市 

○管理物件等の適切な管理 

○空き家等の適切な管理及び活用に資す

る事業の実施 

○専門的知見からの助言 

 ○空き家等の発生の未然防止及び適切

な管理に関する啓発 

○所有者等・町会その他の地域団体・

事業者が行う空き家等の活用に関す

る取組への支援 

○空き家等に関する相談受け付けや空

き家等の情報提供 

 

 

 

空き家等管理・活用推進協議会 

○特定空き家等や管理不全空き家等の協議 

○空き家の活用・流通に関して協議 

 

庁内組織体制 
空き家等の管理・活用に関する相談等の対応は、空き家等総合相談窓内（建築指導課）において実施す

るとともに、専門的に当該業務を担う課との連携を図るものとします。 

空き家等管理・ 

活用推進協議会 

不動産や法務等の専門家を委員とした金沢市空き家等管理・活用推進協議会において、空き家等の問題

全般を取り扱います。協議会には、特定空き家等や管理不全空き家等の協議を行う「特定空家専門部

会」及び、空き家の活用・流通に関して協議を行う「活用･流通専門部会」を設けます。 

関係機関との連携 
空き家等の管理・活用に関して、必要があると認められる場合は、警察、消防その他の関係機関のほ

か、協定を締結した専門団体や市が指定した空家等管理活用支援法人等と連携を図るものとします。 

専門団体との連携 
金沢市空き家等活用・流通促進体制に関する協定を締結した専門団体とワンストップの相談体制を構築

することで、様々な活用策や複雑な問題の解決策を提案し、活用や流通の促進を図ります。 

空家等管理活用 

支援法人 

本市の空き家等対策の補完的な役割として、所有者等からの直接的な相談対応や活用の提案、啓発活動

等に取り組む法人を対象に、空家等管理活用支援法人の指定を行い、必要に応じて、指定法人の活動に

対し技術的・財政的な支援を行います。 

専
門
的
助
言 

相談 活用への協力 意
識
啓
発 

情
報
提
供 

情
報
提
供 

取
組
へ
の
協
力 

意識啓発取組へ

の支援・協力 
相談 相談 専門的助言 

相
談 

取
組
へ
の
協
力 

専門的助言 

取組への支援 

・情報提供 

協議 

連携 
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空き家等の管理・活用に関する相談等の対応は、建築指導課を空き家等総合相談窓口として、

専門的に当該業務を担う課と連携を図って対応します。 

このため、庁内に空き家等の管理・活用に関する連携組織を設置し、空き家等に関する課題に

対応していくとともに、空き家等に関する各種調査の結果及び関係部局に市民から寄せられる空

き家等に関する情報等をクラウドサービスにより迅速かつ効率的に管理します。 

 

【庁内組織体制】 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空き家等総合相談窓口

建築物 
樹木 

雑草 
ごみ 防犯 

金澤 
町家 

工房 

アトリエ 
店舗 

集会 
施設等 

空き家等の適切な管理に対応する課 

衛生指導課 / ごみ減量推進課  

環境政策課 / 建築指導課 

道路管理課 / 危機管理課 

消防局予防課 

 

空き家等の所有者確認に対応する課 

資産税課  / 納税課 

市民課   / 保険年金課  

福祉政策課 / 生活支援課 

介護保険課 

企業局お客さまサービス課 

 

空き家等総合相談窓口＝建築指導課 

担当課へ引継ぎ 

又は担当課が個別受付 

金澤町家の活用に対応する課 

歴史都市推進課 

 

里山地域の空き農家情報等に 

対応する課 

農業水産振興課 

 

空き家等の活用に対応する課 

地域力再生課 / 商工労働課 

都市計画課  / 市街地再生課 

住宅政策課 

 

跡地の活用に対応する課 

緑と花の課 

 

地域との協働活用に対応する課 

市民協働推進課 

適切な管理 活用 
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２）成果指標 
 

３つの基本方針に対応した成果指標と、総合的な成果指標を次のとおり設定します。 

 

【成果指標と目標値】 

基本方針 成果指標 

現状値 

令和６年度 

（2024） 

目標値 

令和７～令和11年度 

（2025～2029） 

（１）発生抑制・適切な 

管理の推進 
セミナー参加人数 85人/年 200人/年 

（２）活用・流通の促進 利活用支援件数 22件/年 30件/年 

（３）空き家等の解消 相談解決率 76.7% 80.0% 

 

総合的な成果指標 

現状値 

令和６年度 

（2024） 

目標値 

令和７～令和11年度 

（2025～2029） 

空き家のうち 

「その他の住宅（実質的空き家）※」の戸数 
11,620件 現状値未満 

※空き家のうち、別荘等の二次的住宅や賃貸用・売却用の空き家を除く空き家（実質的空き家） 

３）進捗管理 
 

本計画においては、計画の策定「ＰＬＡＮ」、実践「ＤＯ」、効果の検証「ＣＨＥＣＫ」、見

直し「ＡＣＴＩＯＮ」の循環からなる「ＰＤＣＡサイクル」に基づき、計画の進捗を管理します。

特に、効果の検証においては、庁内での検証だけでなく、空き家等管理・活用推進協議会におい

ても、成果指標の達成度や各取組の進捗状況を定期的に報告することで、より効果的・効率的な

取組を推進します。 

 

 

  

ＰＬＡＮ 

計画の策定 

ＤＯ 

実践 

ＣＨＥＣＫ 

効果の検証 

ＡＣＴＩＯＮ 

見直し 
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資料編 

１）用語の解説 
 

・空き家等 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であ

るもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公

共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

・所有者等 

空き家等の所有者又は管理者をいう。 

 

・事業者 

不動産業、建設業その他の空き家等の管理及び活用に関連する事業を行う者をいう。 

 

・特定空き家等 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害と

なるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる

空き家等をいう。 

なお、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される空き家等も

含む。 

 

・管理不全空き家等 

適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空き家等に該当することと

なるおそれのある状態にあると認められる空き家等をいう。 

 

・金澤町家 

本市の区域内に存する伝統的な構造、形態又は意匠を有する木造の建築物（寺院、神社、教会

その他これらに類するものの建築物を除く。）のうち、本市の歴史、伝統及び文化を伝える建築

物で、建築基準法の施行の際に現に存していたものをいう。 

 

・人口動態 

自然動態（一定期間における死亡数と出生数の差）と社会動態（一定期間における転出数と転

入数の差）を合わせた人口の動きをいう。 
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・まちなか区域 

金沢市における定住の促進に関する条例第２条第１項で定める区域をいう。 

 

【まちなか区域図】 

 
    ：まちなか区域のうち金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例に定める 

「近代的都市景観創出区域」 
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２）空き家等に関連する法制度の概要 

（１）既存法の権限の範囲と概要 

空き家等に係る具体の事案に際し、措置の対象や内容を踏まえ、空家等対策の推進に関する特

別措置法に限らず、他法令により必要な措置を講じる場合があります。 

 

法律 
権限の 

範囲 
概要 

建築基準法 

勧告 

命令 

代執行 

第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の

敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づ

く命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）について、損傷、腐食その他

の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害とな

るおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は

占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修

繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告す

ることができる。 

二 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期

限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

三 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（い

ずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の

適用を受けないものに限る。）が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害である

と認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対し

て、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使

用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。 

四 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合

に準用する。 

第九条十二 特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その

措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行

しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律

第四十三号）の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者を

してこれをさせることができる。 

＜罰則規定＞ 

第十条第二項若しくは第三項（これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用

する場合を含む。）の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者は一年以

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

【建築基準法第10条「著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令」】 

災害対策 

基本法 

一時使用 

収用 

除却 

第六十四 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようと

している場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令

で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使

用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。 

二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしてい

る場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害

を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの（以下この条において

「工作物等」という。）の除去その他必要な措置をとることができる。この場合におい

て、工作物等を除去したときは、市町村長は、当該工作物等を保管しなければならない。 

【災害対策基本法第64条「応急公用負担等」】 
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法律 
権限の

範囲 
概要 

消防法 
命令 

代執行 

第三条 消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五

条の三の二を除き、以下同じ。）、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予

防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、

避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権

原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）又はその使

用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る。）の使用その他これ

らに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 

二 残火、取灰又は火粉の始末 

三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去そ

の他の処理 

四 放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の整理又は除去 

消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置

を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置

の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見

込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従

い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。 

＜罰則規定＞ 

第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処す

る。 

【消防法第３条】 

道路法 命令 

第七十一条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しく

はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定（以下この条及び

第七十二条の二第一項において「許可等」という。）を取り消し、その効力を停止し、若

しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路（連結許可等に係る自動車

専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。）に存する工作物その他の物

件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するた

めに必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。 

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反

している者 

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反し

ている者 

三 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等

を受けた者 

２ 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法

律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措

置を命ずることができる。 

一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合 

三 前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得

ない必要が生じた場合 

＜罰則規定＞ 

第七十一条第一項又は第二項（第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を

含む。）の規定による道路管理者の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 

【道路法第71条「道路管理者等の監督処分」】 
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法律 
権限の

範囲 
概要 

廃棄物の

処理及び

清掃に関

する法律 

命令 

第十九条の四 一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄

物処理基準）に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生

活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長（前

条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。）は、必要な

限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者（第六条の二第一項の規定により当該

収集、運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七

条第十四項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該

委託をした者を含む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。）に対

し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以下「支障の除

去等の措置」という。）を講ずべきことを命ずることができる。 

二 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付

しなければならない。 

＜罰則規定＞ 

第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項の規定による命令に違反した者は、五年以

下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項の規定による命令に

違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す

る。 

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の４「措置命令」】 
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（２）固定資産税等の住宅用地特例の概要 
 

空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村長が管理不全空き家等又は特定空き

家等の所有者等に必要な措置を取ることを勧告した場合、その敷地については固定資産税等の住

宅用地特例の対象から除外されます。 

 

【固定資産税等の住宅用地特例について】 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例率 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分 1/6 1/3 

一般住宅用地 
小規模住宅用地以外の住宅用地（200㎡を

超える部分で家屋床面積の10倍まで） 
1/3 2/3 

 

（３）既存制度の概要 
 

制度 概要 

不在者財産管理制度 

従来の住所等を去り、容易に戻る見込みのない者（不在者）が、財産を所有しており、そ

の財産を管理する人が誰もいない場合に、利害関係人・検察官の申立に基づいて家庭裁判

所が選任する不在者財産管理人が、不在者の財産の管理・保存を行うことができる。 

【民法第25条第１項】 

相続財産精算制度 

相続人の存在、不存在が明らかでないとき（相続人全員が相続放棄をして、結果として

相続する者がいなくなった場合も含まれる。）には、利害関係人等は、家庭裁判所に、

相続財産の清算人の選任の申立てができる。 

【民法第951条第１条】 

所有者不明土地 

（建物）管理制度 

調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地（建物）について、利害

関係人は、地方裁判所に所有者不明土地管理命令を申し立てることができる。 

【民法第264条の２又は８の第１項】 

管理不全土地（建物）

管理制度 

所有者による管理が不適当であることによって他人の権利・法的利益が侵害され又はそ

のおそれがある土地について、利害関係人は、地方裁判所に管理不全土地管理命令を申

し立てることができる。 

【民法第264条の９又は14の第１項】 

相続土地国庫帰属制度 

将来的に土地が所有者不明化し、管理不全化することを防ぐため、相続又は遺贈（遺言に

よって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること）により土地の所有権を取得した者

は、一定の要件を満たした場合に、当該土地を手放して国庫に帰属することができる。 

【相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律】 

成年後見人制度 

認知症、知的障害、精神障害等により物事を判断する能力が十分でない方について、本

人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度であり、成年後見人

には、身の上監護に関する権利や財産を管理する権利がある。 

【民法第７,11,15条・任意後見契約に関する法律第４条第１項柱書】  


